
特定非営利活動法人 ＮＰＯ福祉用具ネット定款  

第８章 定款の変更、解散及び合併  

（定款の変更）  

第 49 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以

上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条第３項に規定する以下の事項を変更する場合、

所轄庁の認証を得なければならない。  

(1) 目的  

(2) 名称  

(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類  

(4) 主たる事業所及びその他の事務所の所在地 (所轄庁の変更を伴うものに限る)  

(5) 社員の資格の得喪に関する事項  

(6) 役員に関する事項 (役員の定数に関わるものを除く)  

(7) 会議に関する事項  

(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項  

(9) 解散に関する事項 (残余財産の帰属に係るものに限る)  

(10) 定款の変更に関する事項  

（解散）  

第 50 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。  

(1) 総会の決議  

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能  

(3) 正会員の欠亡  

(4) 合併  

(5) 破産手続開始の決定  

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し  

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾 

を得なければならない。  

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。  

（残余財産の帰属）  

第 51 条 この法人が解散（合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。）したときに

残存する財産は、法第 11 条第３項に掲げる者のうち、解散時の総会において定めた者に

譲渡するものとする。  

（合併）  

第 52 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の

議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。  

 


